




報告基準該当者

インフルエンザの診断
迅速診断キットなどで陽性の場合

（Ｂ型インフルエンザであることが明らかな場合は除く）

管轄保健所
感染源等に関する調査及び

地方衛生研究所への検体の提出

地方衛生研究所
Ａ型インフルエンザウイルスを分離し、
Ｈ１、Ｈ３以外であることを確認

四類感染症の届出
（高病原性鳥インフルエンザ）

国立感染症研究所
高病原性鳥インフルエンザ確認






